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地方独立行政法人長崎市立病院機構職員退職手当規程の施行に 

関する規程 

平成２４年４月１日 

規程第４７号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員退職手当規程（平成２

４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第４６号。以下「退職手当規程」とい

う。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 （退職手当の決定の通知） 

第２条 退職手当の決定の通知は、書面により行うものとする。 

（傷病による退職等の場合の提出書類） 

第３条 職員（退職手当規程第１条に規定する職員をいう。以下同じ。）が傷病（地

方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８４条第２項に規定する障

害等級に該当する程度の障害及び理事長が定める障害の状態にある傷病をいう。）

により退職したときは、その者は、退職当時における診断書及び症状の経過を明ら

かにした書類を、職員が死亡により退職したときは、その者の遺族は、死亡当時に

おける遺族の身分関係を明らかにすることができる書類を、それぞれ理事長に提出

しなければならない。 

（退職手当の請求） 

第４条 退職手当の支給を受けようとする者は、書面により理事長に請求しなければ

ならない。 

（休職月等） 

第５条 退職手当規程第１６条第１項に規定する理事長が定める休職月等は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 ⑴ 地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程（平成２４年地方独立行政法

人長崎市立病院機構規程第１１号）第１３条第１項第３号に規定する理由又はこ

れに準じる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職

月等（次号及び第３号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあ

った休職月等を除く。） 当該休職月等 
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 ⑵ 育児休業（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程（平成２４年地方

独立行政法人長崎市立病院機構規程第１１号）第２条第１項の規定による育児休

業をいう。以下同じ。）により現実に職務に従事することを要しない期間（当該

育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間に限る。）又は育児短

時間勤務（同規程第 1３条第１項又は第２項に規定する育児短時間勤務及び同規

程第２３条の規定による短時間勤務をいう。）により現実に職務に従事すること

を要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた退職手当規程第１

６条第１項各号に掲げる職員の区分（以下「職員の区分」という。）が同一の休

職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれ

その最初の休職月等から順次に数えてその月数の３分の１に相当する数（当該相

当する数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた数）になるまでにある

休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等

にあっては当該休職月等 

 ⑶ 第１号に規定する理由以外の理由により現実に職務に従事することを要しな

い期間のあった休職月等（前号に規定する現実に職務に従事することを要しない

期間のあった休職月等を除く。） 退職した者が属していた職員の区分が同一の

休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞ

れその最初の休職月等から順次に数えてその月数の２分の１に相当する数（当該

相当する数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた数）になるまでにあ

る休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月

等にあっては当該休職月等 

（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い） 

第６条 退職した者の基礎在職期間に退職手当規程第９条第２項第２号又は第３号

に掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」という。）が含まれる場合における退職

手当規程第１６条第１項及び前条の規定の適用については、その者は、理事長が定

めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める

職員として在職していたものとみなす。 

 ⑴ 職員としての引き続いた在職期間（その者の基礎在職期間に含まれる期間に限

る。）に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末
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日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎

在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事し

ていた職務と同種の職務に従事する職員 

 ⑵ 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職

期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事してい

た職務と同種の職務に従事する職員（当該従事していた職務が理事長の定めるも

のであったときは、理事長の定める職務に従事する職員） 

（退職手当審査会） 

第７条 退職手当規程第２８条第１項の規定による退職手当審査会は、地方独立行政

法人長崎市立病院機構職員懲戒規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機

構規程第２５号）第３条に規定する懲戒審査委員会が兼ねるものとし、同規程第５

条、第６条及び第１０条の規定は、退職手当審査会について準用する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。 

   附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 


